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１．会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

２．会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人
（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 43,830千円
② 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 43,830千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、上記①の金額はこれ
らの合計額を記載しております。

２．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計
監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討し
た結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第１項の規定に

基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基
づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。

（5）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障のある場合等、その必要があると判断した場

合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づ
き、当該議案を株主総会に提出いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ

る場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定
した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びそ
の理由を報告します。
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３．会社の体制及び方針
（1）業務の適正を確保するための体制

当社は、取締役会において、業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）につ
いて決議しており、その概要は以下のとおりです。
① 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、全社のコンプライアンスの実施状況と
問題点の把握及び是正の検討を行い、必要に応じて、取締役会に報告する。

・内部通報制度により、法令違反行為等に関する行為の早期発見、是正及び防止に努め
る。

・暴力団その他の反社会的勢力との関係を一切持たず、不当な要求へは毅然とした対応を
取り、その活動を助長する行為を行わないことを徹底する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・職務執行に係る情報は、文書管理規程に従い、文書又は電磁的媒体に記録し、保存す
る。

・取締役及び監査役は、上記文書等を常時閲覧することができる。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・企業活動の持続的発展を阻害するリスクに対処するため、リスク管理規程を制定する。
・社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、全社のリスク管理の実施状況と問題点
の把握及び是正の検討を行い、必要に応じて、取締役会に報告する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・職務権限規程に基づき取締役会の職務権限を明確にし、その機能の重点を重要な経営事
項へ特化する。

⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
・グループ会社管理規程に基づき、当社は子会社より定期的に経営事項の報告を受ける。
その内容は取締役会において共有され、必要に応じて課題及び経営方針の検討が行われ
る。

・グループ会社管理規程に基づき、子会社における重要事項の実施においては、事前に当
社の承認を必要とする。
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⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項

・監査役は、内部監査部門所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができ
る。

・監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役等の指
揮命令を受けないものとする。

⑦ 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役の職務を補助すべき使用人に対し、監査役の指示に従い、監査業務を優先的に遂
行させるとともに、当該業務に必要な権限を付与する。

⑧ 当社及び子会社の取締役及び使用人等が当社の監査役に報告するための体制、並びに報
告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

・当社及び子会社の取締役及び使用人等は、重大な法令・定款への違反行為及び会社に著
しい損害を及ぼすおそれのある重要な事項等について、当社の監査役に報告を行う。

・当社の監査役に報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを
行うことを禁止する。

⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行
について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

・監査役が、職務の執行に伴う費用を請求したときは、当該監査役の職務の執行に必要で
ないと認められた場合を除き、すみやかに処理する。

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、取締役会及びその他重要な意思決定に係る会議に出席し、取締役との意見交
換及び情報連携を行っている。

・監査役は、内部統制及び内部監査状況の報告を担当部門より受けるとともに、会計監査
人と定期的に意見交換及び情報連携を行い、必要に応じて顧問弁護士から助言を受けて
いる。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況は次のとおりでありま

す。
① コンプライアンス及び損失の危険の管理に対する取組みの状況

平時及び緊急事態の発生時のリスク管理をより実効性の高いものとするため、緊急時を
想定した連絡テスト及び防災訓練を各１回実施した。また、当社の全使用人を対象とした
全社教育を１回実施し、コンプライアンス意識の向上に取り組んだ。加えて、管理職を対
象にハラスメント防止等を目的とした職場環境研修を実施したほか、新規入職者向けの入
職オリエンテーションにおいて、インサイダー取引規制に関する教育を行った。

② 職務執行の適正及び効率性の確保に対する取組みの状況
当社は、業務執行体制として執行役員を設けており、経営の意思決定と業務執行の分離

の確立を図っている。当事業年度においては、事業の急速な成長及び組織拡大に伴い顕在
化した業務執行上の課題に対応するため、業務執行体制の運用を見直した。その一環とし
て、複数の執行役員による業務執行を横断的に統括し、全社戦略との整合を図る役割を担
う上級執行役員の職位を新設し、当該執行役員が取締役会に出席する体制とすることで、
職務執行の適正及び効率性の確保に繋げている。

③ 当社グループにおける業務の適正の確保に対する取組みの状況
グループ会社管理規程に基づき子会社の経営管理体制を統括し、取締役会においては、

子会社の経営状況が毎月当社役員へ共有されている。また、内部監査室は、子会社に対す
る監査を実施している。

④ 監査役監査の実効性の確保に対する取組みの状況
監査役は、当社内部統制の状況を全社へ報告する内部統制委員会に出席するほか、定期

的に、会計監査人より監査実施状況及び監査結果について報告を受けている。
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連結株主資本等変動計算書
（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 11,283,167 10,577,023 9,177,688 △1,106,853 29,931,026
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △161,089 △161,089
親 会 社 株 主 に
帰 属 す る 当 期 純 利 益 216,023 216,023
自 己 株 式 の 取 得 △31 △31
自 己 株 式 の 処 分 72,886 13,655 86,542
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

当 期 変 動 額 合 計 − 72,886 54,933 13,624 141,444
当 期 末 残 高 11,283,167 10,649,910 9,232,622 △1,093,229 30,072,470

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純 資 産 合 計そ の 他

有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定 繰延ヘッジ損益 そ の 他 の

包括利益累計額合計
当 期 首 残 高 112,597 11,643 11 124,253 202,102 30,257,381
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △161,089
親 会 社 株 主 に
帰 属 す る 当 期 純 利 益 216,023
自 己 株 式 の 取 得 △31
自 己 株 式 の 処 分 86,542
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） △97,972 2,249 277 △95,444 25,773 △69,671

当 期 変 動 額 合 計 △97,972 2,249 277 △95,444 25,773 71,772
当 期 末 残 高 14,625 13,893 289 28,808 227,875 30,329,154
（注） 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
連結子会社の数 ８社
主要な連結子会社の名称は、「事業報告 １．企業集団の現況に関する事項（６）重要な親会社及び子会
社の状況」に記載しております。

（2）持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した関連会社の数及び主要な会社等の名称
持分法を適用した関連会社数 １社
会社等の名称
BBSakura Networks株式会社

② 持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の名称
有限責任事業組合福岡市スタートアップ支援施設運営委員会
持分法を適用しない理由
持分法を適用していない関連会社等は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う

額)等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に与える影響は軽微であり、かつ、全体として
も重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

（3）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ 有価証券
ア. 満期保有目的の債券
償却原価法(利息法)

イ. その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
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投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証
券とみなされるもの）
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によっております。

ロ デリバティブ
時価法

ハ 棚卸資産
商品及び製品、仕掛品、貯蔵品
総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。ただし、2016年３月31日までに取得した建物及び構築物（石狩データ

センターに係る建物及び構築物を除く）については、定率法を採用しております。
耐用年数及び残存価額については、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

なお、工具、器具及び備品の一部については、経済的耐用年数に基づく見積耐用年数を適用しておりま
す。

ロ 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
ソフトウエア（自社利用分）主に５年（社内における利用可能期間）

ハ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準
イ 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を

計上しております。
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ハ 役員賞与引当金
一部の連結子会社の役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計

年度に見合う分を計上しております。

ニ 株式給付引当金
株式給付規程に基づく株式の給付に備えるため、従業員に割り当てられたポイントに応じた株式の給

付見込額に基づき計上しております。

ホ 役員退職慰労引当金
一部の連結子会社の役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給

額を計上しております。

④ 収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」と

いう。）等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービス
と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、「収益認識に関する

注記」に記載のとおりであります。

⑤ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
イ 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、櫻花移動電信有限公司及び株式会社Tellus Globalの決算日は、12月31日であり

ます。
連結計算書類の作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用してお

ります。
なお、その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

ロ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に
含めております。
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ハ ヘッジ会計の方法
ア．ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約に
ついては振当処理を行っております。

イ．ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段)
為替予約

(ヘッジ対象)
外貨建金銭債務及び外貨建予定取引

ウ．ヘッジ方針
為替変動リスクをヘッジするため、外貨建ての商品及びサービスの購入に係る為替予約のみ行い
ます。

エ．ヘッジ有効性評価の方法
有効性の判定は、ヘッジ対象の為替変動額又はキャッシュ・フロー変動額の累計とヘッジ手段の
為替変動額又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判断し
ております。但し、ヘッジ手段とヘッジ対象の資産、負債に関する条件が同一である場合につい
ては、ヘッジ有効性評価を省略しております。

二 国庫補助金等の圧縮記帳処理
当社グループでは国庫補助金等を受領しております。これらの補助金は、資産稼働時に当該補助金の

対象となった固定資産の取得価額から直接減額して計上しております。
なお、連結損益計算書においては、補助金の受入額を国庫補助金等収入として特別利益に計上すると

ともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を固定資産圧縮損として特別損失に計上しております。

ホ 退職給付に係る会計処理の方法
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末要支給額

を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

Ⅱ．表示方法の変更に関する注記
（連結貸借対照表）
前連結会計年度において「投資その他の資産」の「その他」に含めておりました「長期前払費用」（前連

結会計年度2,902,618千円）については、重要性が高まったため、当連結会計年度より区分掲記しておりま
す。
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Ⅲ．連結貸借対照表に関する注記
（1） 担保資産

担保に供している資産は次のとおりであります。
建物及び構築物 2,854,830千円
土地 640,139千円

計 3,494,970千円
担保付債務は次のとおりであります。
長期借入金に対する銀行保証 857,148千円

計 857,148千円

（2） 有形固定資産の減価償却累計額 27,249,560千円

Ⅳ．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首
株 式 数 (株)

当連結会計年度増加
株 式 数 (株)

当連結会計年度減少
株 式 数 (株)

当連結会計年度末
株 式 数 (株)

普 通 株 式 41,890,700 ー ー 41,890,700

（2）剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額

決 議 株式の種類 配 当 金 の
総額(千円 ) 配当の原資 １株当たり

配当額(円) 基 準 日 効力発生日

2025年６月20日
定時株主総会 普通株式 161,089 利益剰余金 4.00 2025年

３月31日
2025年
６月23日

（注）配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金1,084千円が含まれております。
② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 予 定 株式の種類 配 当 金 の
総額(千円 ) 配当の原資 １株当たり

配当額(円) 基 準 日 効力発生日

2026年６月23日
定時株主総会 普通株式 201,460 利益剰余金 5.00 2026年

３月31日
2026年
６月24日

（注）配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金1,337千円が含まれております。
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Ⅴ．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針

主にクラウド・インターネットインフラサービスを提供する事業を行うための設備投資計画に照らし
て、必要な資金（主に銀行借入やリース取引）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資
産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブ取引は、外貨建
取引の為替相場変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に満期保有目的

の債券及び取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式や投資事業有限責任組合への出資金であ
り、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース

取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とし

た先物為替予約取引であります。
なお、ヘッジ会計の方法、ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法は、I.連結

計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 (3) 会計方針に関する事項 ⑤その他連結
計算書類の作成のための重要な事項 ハ ヘッジ会計の方法に記載のとおりであります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、販売管理規程及び与信管理規程に従い、営業債権について、主要な取引先の状況
を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等
による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

ロ 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、満

期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直し
ております。
一部の連結子会社は、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リス

クに対して、原則として先物為替取引を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引について、一部の連結子会社においては、為替変動リスク管理規程に準じて、管

理を行っております。
ハ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、各部署からの報告に基づき財務部が適時に資金繰計画を作成・更新することによ
り、流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
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が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することもあります。
また、(1) 金融商品の状況に関する事項 におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その

金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
（2）金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
い株式等は、次表には含まれておりません（（注１）を参照ください）。また、現金は注記を省略しており、
「預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」、「設備関係未払金」については、短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

連結貸借対照表
計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

有価証券及び投資有価証券
① 満期保有目的の債券 233,514 196,724 △36,789
② その他有価証券 10,039 10,039 ―

資産計 243,553 206,763 △36,789
③ 長期借入金 10,574,228 10,383,836 △190,391
④ リース債務 14,565,742 14,387,926 △177,815

負債計 25,139,970 24,771,763 △368,206
デリバティブ取引※ 8,706 8,706 ―
※デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に
ついては、()で示しております。

（注１）市場価格のない株式等
区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 381,460

（注２）連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については含
めておりません。当該出資の連結貸借対照表計上額は195,726千円であります。

（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

預金 15,389,730 − − −
受取手形、売掛金及び契約資産 4,813,239 − − −
満期保有目的の債券 − − − 233,514

合計 20,202,970 − − 233,514
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（注４）短期借入金、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 10,687,000 − − − − −
長期借入金 4,796,832 3,015,416 2,314,603 161,653 142,856 142,868
リース債務 3,101,105 2,873,416 2,344,273 1,946,619 1,249,424 3,050,902

合計 18,584,937 5,888,832 4,658,876 2,108,272 1,392,280 3,193,770

（３）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分 時価(千円)
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

① 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
株式 39 ― ― 39
国債 ― 196,724 ― 196,724
その他 ― ― 10,000 10,000

② デリバティブ取引 ― 8,706 ― 8,706
資産計 39 205,430 10,000 215,469

時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分 時価(千円)
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

③ 長期借入金 ― 10,383,836 ― 10,383,836
④ リース債務 ― 14,387,926 ― 14,387,926

負債計 ― 24,771,763 ― 24,771,763
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（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

① 有価証券及び投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時

価をレベル１の時価に分類しております。
当社が保有している国債は市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないた

め、その時価をレベル２の時価に分類しております。
その他は非上場株式の新株予約権であり、金額的重要性が小さいものは帳簿価額をもって時価としてお

り、また投資時期と連結会計年度末が近く、時価と帳簿価額が近似すると考えられるものは帳簿価額をも
って時価としており、これらはレベル３の時価に分類しております。

② デリバティブ取引
為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定してお

り、レベル２の時価に分類しております。
③ 長期借入金、④ リース債務

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引
現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

Ⅵ．収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

サービスカテゴリー別
当連結会計年度

(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

クラウドサービス 15,324,068
GPUインフラストラクチャーサービス 8,144,342
物理基盤サービス 3,056,750
その他サービス 8,776,488

顧客との契約から生じる収益 35,301,649
外部顧客への売上高 35,301,649

（注）当連結会計年度より、事業内容を明確に表現するため、サービスカテゴリー名称を「GPUクラウドサービス」から「GPUイン
フラストラクチャーサービス」へ変更しております。また、物理基盤サービスに含めていた一部をGPUインフラストラクチャ
ーサービスに、GPUクラウドサービスに含めていた一部をクラウドサービスにそれぞれ変更しております。

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
主要な事業における顧客との契約に基づく履行義務と収益認識時点
当社グループは、自社グループで運営する国内のデータセンターを生かしてクラウドコンピューティン

グサービスを提供するクラウド・インターネットインフラサービスを提供する事業を行っており、主なサ
ービスカテゴリー別の顧客との契約に基づく履行義務と収益認識時点の内容は以下のとおりです。
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（クラウドサービス）
インターネット上で多彩なITインフラ構成を実現できるパブリッククラウドサービス、サーバーを複数

人で共同利用するスタンダードな共有ホスティングサービス等のクラウドコンピューティングサービスを
提供しております。
このようなサービスについては、顧客との契約に基づき、契約期間にわたって日常的又は反復的にサー

ビスを提供する義務があるため、契約に定められたサービス提供期間で義務を履行するにつれて、顧客が
便益を享受すると考えられることから、契約に定められたサービス提供期間にわたり収益認識しておりま
す。
（GPUインフラストラクチャーサービス）
生成AI開発や機械学習、ディープラーニングなどの高負荷な計算処理を必要とする用途に使用できるク

ラウド型GPUサービスで、物理サーバーを専有するベアメタル型サービスである「高火力PHY」、ユーザ
ーが用意したDockerイメージをクラウド上で手軽に実行できる、マネージドなコンテナ型サービスであ
る「高火力DOK」があります。
このようなサービスについては、顧客との契約に基づき、契約期間にわたって日常的又は反復的にサー

ビスを提供する義務があるため、契約に定められたサービス提供期間で義務を履行するにつれて、顧客が
便益を享受すると考えられることから、契約に定められたサービス提供期間にわたり収益認識しておりま
す。
（物理基盤サービス）
当社グループが運営するデータセンター内に、顧客所有の通信機器類を自由に設置できるスペースとイ

ンターネット接続に必要な回線や電源などを貸与するハウジングサービス、及びインターネット上で当社
グループが所有する物理サーバーを専用で利用できるサービスを提供しております。
このようなサービスについては、顧客との契約に基づき、契約期間にわたって日常的又は反復的にサー

ビスを提供する義務があるため、契約に定められたサービス提供期間で義務を履行するにつれて、顧客が
便益を享受すると考えられることから、契約に定められたサービス提供期間にわたり収益認識しておりま
す。
（その他サービス）
前述の主たる業務に付帯するサービスの提供、また顧客からの委託によるサービス、機能開発及び研究

開発等の提供を含んでおります。主たる業務に付帯するサービスとしては、主にドメイン取得サービスや
運用保守サービス等を提供しております。
ドメイン取得サービスについては、顧客との契約に基づき、ドメインを取得する義務があるため、取得

完了時に履行義務が充足されると考えられることから、取得完了時に収益認識しております。
運用保守サービスについては、顧客との契約に基づき、契約期間にわたってサービスを提供する義務が

あるため、契約に定められたサービス提供期間で義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受すると考え
られることから、契約に定められたサービス提供期間にわたり収益認識しております。
顧客からの委託によるサービス、機能開発及び研究開発等については、契約内容に基づき、役務の提供

に応じて履行義務が充足、あるいは、一時点又は一定の期間にわたり履行義務が充足したと判断して収益
を認識しております。
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（3）顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会
計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
期に関する情報
① 契約資産及び契約負債の残高等

当連結会計年度(千円)
顧客との契約から生じた債権 (期首残高) 7,433,091
顧客との契約から生じた債権 (期末残高) 4,223,914
契約資産（期首残高） 144,772
契約資産（期末残高） 589,325
契約負債（期首残高） 6,147,881
契約負債（期末残高） 8,658,592

契約資産は、期末日時点で履行義務を充足しているが、請求期限が到来していない対価の額であり、収
益の認識に伴って増加し、顧客に対して対価の額を請求した時点で顧客との契約から生じた債権に振り替
えられます。
連結貸借対照表上、契約負債は「前受金」に計上しております。契約負債は、各サービスにかかる販売

契約の支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に
伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、4,767,685

千円であります。

② 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりでありま

す。なお、当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を
適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。

当連結会計年度(千円)
１年以内 1,168,373
１年超２年以内 1,067,724
２年超３年以内 824,662
３年超 1,043,138

合計 4,103,898
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Ⅶ．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 752円07銭
（2）１株当たり当期純利益 5円40銭
（注）１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上の基礎となる期末自己株式数及び期中平均株
式数の計算において控除する自己株式数には、信託が保有する当社株式(当連結会計年度末株式数267,500
株、当連結会計年度期中平均株式数269,793株)を含めております。

Ⅷ．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年５月20日

さくらインターネット株式会社
取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所

指定有限責任社員 公認会計士 仲 昌 彦業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 谷 間 薫業 務 執 行 社 員

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、さくらインターネット株式会社の2025年４月１

日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、さくらインターネット株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の
財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される
規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項
について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するた
めの対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し
ている場合はその内容について報告を行う。
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利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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株主資本等変動計算書
（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

（単位：千円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資本
準備金

その他
資本剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益
剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金
当 期 首 残 高 11,283,167 10,327,938 120,609 10,448,548 43,548 7,943,654 7,987,202
当 期 変 動 額
剰余金の配当 △161,089 △161,089
当 期 純 利 益 57,793 57,793
自己株式の取得
自己株式の処分 72,886 72,886
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当期変動額合計 − − 72,886 72,886 − △103,296 △103,296
当 期 末 残 高 11,283,167 10,327,938 193,496 10,521,434 43,548 7,840,357 7,883,906

株主資本 評価・換算差額等
純 資 産 合 計

自己株式 株 主 資 本
合 計

その他有価証券評価
差 額 金 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 △1,106,853 28,612,064 101,789 101,789 28,713,853
当 期 変 動 額
剰余金の配当 △161,089 △161,089
当 期 純 利 益 57,793 57,793
自己株式の取得 △31 △31 △31
自己株式の処分 13,655 86,542 86,542
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） △101,779 △101,779 △101,779

当期変動額合計 13,624 △16,786 △101,779 △101,779 △118,565
当 期 末 残 高 △1,093,229 28,595,278 9 9 28,595,288
（注） 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

その他の関係会社有価証券
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券

とみなされるもの）
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額

で取り込む方法によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券
とみなされるもの）

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額
で取り込む方法によっております。

② 棚卸資産
商品及び製品、仕掛品、貯蔵品
総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。ただし、2016年３月31日までに取得した建物及び構築物（石狩データセ

ンターに係る建物及び構築物を除く）については、定率法を採用しております。
耐用年数及び残存価額については、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

なお、工具、器具及び備品の一部については、経済的耐用年数に基づく見積耐用年数を適用しておりま
す。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
ソフトウエア（自社利用分） 主に５年（社内における利用可能期間）
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③ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し

ております。

③ 株式給付引当金
株式給付規程に基づく株式の給付に備えるため、従業員に割り当てられたポイントに応じた株式の給付

見込額に基づき計上しております。

（4）収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと
交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、「収益認識に関する

注記」に記載のとおりであります。

（5）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。
② 国庫補助金等の圧縮記帳処理
当社では、国庫補助金等を受領しております。これらの補助金は、資産稼働時に補助金の対象となった

固定資産の取得価額から直接減額して計上しております。なお、損益計算書においては、補助金の受入額
を国庫補助金等収入として特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を固定
資産圧縮損として特別損失に計上しております。
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Ⅱ．貸借対照表に関する注記
（1）担保資産

担保に供している資産は次のとおりであります。
建物 2,854,802千円
構築物 27千円
土地 640,139千円

計 3,494,970千円
担保付債務は次のとおりであります。
長期借入金に対する銀行保証 857,148千円

計 857,148千円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 27,276,236千円

（3）関係会社に対する金銭債権又は金銭債務
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりでありま

す。
関係会社に対する短期金銭債権 240,157千円
関係会社に対する短期金銭債務 109,323千円

Ⅲ．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 842,196千円
仕入高 868,270千円
販売費及び一般管理費 239,265千円

営業取引以外の取引による取引高 165,956千円

Ⅳ．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当 事 業 年 度 期 首
株 式 数 (株)

当 事 業 年 度 増 加
株 式 数 (株)

当 事 業 年 度 減 少
株 式 数 (株)

当 事 業 年 度 末
株 式 数 (株)

普 通 株 式 1,889,458 11 23,430 1,866,039
（注）１．当事業年度末における普通株式の自己株式数には「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として株

式会社日本カストディ銀行（信託E口）が保有する当社株式267,500株を含めております。
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２．変動事由の概要
増加の内訳は以下のとおりであります。
単元未満株式の買取請求による増加11株

減少の内訳は以下のとおりであります。
株式会社日本カストディ銀行（信託E口）の当社株式売却による減少3,700株
譲渡制限付株式交付による減少19,730株
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Ⅴ．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
減価償却費 673,442千円
資産除去債務 266,869千円
賞与引当金等 253,240千円
株式報酬費用 84,473千円
関係会社株式評価損 64,986千円
未払事業税 51,035千円
棚卸資産評価損 27,127千円
株式給付引当金 26,493千円
子会社株式の投資簿価修正 8,869千円
貸倒引当金 6,539千円
未払事業所税 6,015千円
投資有価証券評価損 5,625千円
減損損失 3,066千円
その他 80,206千円

繰延税金資産小計 1,557,992千円
評価性引当額 △234,913千円
繰延税金資産合計 1,323,078千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △4千円
資産除去費用 △106,922千円

繰延税金負債合計 △106,927千円
繰延税金資産純額 1,216,150千円

Ⅵ．関連当事者との取引に関する注記
関連当事者との取引

属 性
会 社 等

の 名 称又は
氏名

議決権等
の所有(被所有)

割合
事業の内容
又 は 職 業 取引の内容 取引金額

(千円) 科 目 期末残高
（千円）

役 員 田中 邦裕
(被所有)
直接2.14％
間接10.82％

当社代表取締役
金銭報酬債権の
現物出資による
自己株式の処分

(注)１
19,996 − −

(注)１．譲渡制限付株式報酬制度に基づく、金銭報酬債権の現物出資による自己株式の処分であります。
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Ⅶ．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「収益認識に関する注記」に

記載した内容と同一であります。

Ⅷ．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 714円44銭
（2）１株当たり当期純利益 1円44銭
（注）１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上の基礎となる期末自己株式数及び期中平均株式
数の計算において控除する自己株式数には、信託が保有する当社株式(当事業年度末株式数267,500株、当
事業年度期中平均株式数269,793株)を含めております。

Ⅸ．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年５月20日

さくらインターネット株式会社
取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所

指定有限責任社員 公認会計士 仲 昌 彦業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 谷 間 薫業 務 執 行 社 員

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、さくらインターネット株式会社の2025年

４月１日から2026年３月31日までの第27期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を
行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書
当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第27期事業年度における取締役の

職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1） 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ

いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

（2） 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の
整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所に
おいて業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及
び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要
なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会
決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役
及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を
求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類
（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項
は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月25日

さくらインターネット株式会社 監査役会

常勤社外監査役 山口やよい ㊞
社外監査役 梅 木 敏 行 ㊞
社外監査役 長谷川浩之 ㊞

以 上
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